
 

世田谷区及び江戸川区を児童相談所設置市に指定する 
政令の閣議決定について 

 
本日、令和２年４月に世田谷区及び江戸川区を児童相談所設置市に指定する

「児童福祉法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。 
追って、令和２年７月に児童相談所の設置を予定している荒川区についても、

同様の決定が行われる見込みです。 
 特別区では、これまで児童相談所移管モデルの策定や児童相談所移管に係る

課題の対応策の検討、人材の専門性強化を図るための児童相談所等への派遣研

修や特別区職員研修所における各種専門研修の実施、東京都との児童相談所設

置計画案の確認作業や児童養護施設等の広域調整に関する協議の実施など、

様々な取組を行ってきました。 
今回の閣議決定は、長年にわたって積み重ねてきた取組の成果と、これらの

取組に関わった特別区職員の思いが結実したものであり、特別区の歴史に大き

な画期をなすものであります。 
これまでの特別区の取組に対し、多大なご支援、ご協力をいただいた国や東

京都をはじめとする関係者の皆さまに、改めて深く感謝を申し上げます。 
また、多くの特別区職員の研修を受け入れていただいている東京都、全国の

県市及び児童養護施設等の施設関係者の皆さまに、心からお礼を申し上げます。 
来年度から、特別区による児童相談所の設置が始まり、その後も開設する区

が続くことになります。国や東京都をはじめ、関係者の皆さまには、今後も変

わらぬご支援、ご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。 
折から、虐待により幼い子どもの命が奪われる痛ましい事件が相次いで発生

し、児童虐待防止対策の強化が社会的に大きな課題になっています。 
国においては、本年８月、児童虐待防止に向けて、国、都道府県及び市区町

村における体制強化を進めるため、国と地方団体との協議の場が設置され、特

別区も構成員として参画させていただくことになりました。 
また、東京都においても、改めて東京全体の児童相談体制を検討することが

重要であるとの認識のもと、東京都と区市町村合同で東京都児童相談体制等検

討会が設置され、本年５月から検討が開始されています。 
特別区としては、こうした協議や検討を踏まえながら、東京都との連携、協

力のもと、新しい児童相談行政の姿をつくっていく必要があると考えています。 
特別区は、住民生活に密着した基礎自治体として、子どもと家族を地域で支

え、安心して、健やかな暮らしが送れるよう、総力を挙げて取り組んでいく所

存です。 
皆さまのご理解、ご支援を衷心よりお願い申し上げます。 
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